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熊本県議会 水俣病対策特別委員会会議記録第 ８ 回

平成19年12月３日（月曜日）

午後１時０分開議

午後２時25分閉会
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午後１時０分開議

○西岡勝成委員長 ただいまから、第８回水

俣病対策特別委員会を開催いたします。

まず、本日の委員会に５名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

しました。なお、委員会傍聴取扱要領により

、 、ますと この委員会室には５名までしか入室

傍聴はできませんけれども、本日はほかにも

たくさんお見えでございますので、入り口の

ドアをあけたまま審議を進めたいと思います

ので、御了承をいただきたいと思います。

議題についてでございますが、本日は新た

な救済策に関するチッソ株式会社の対応につ

いてということで、絞って審議を進めたいと

思いますが、よございますでしょうか。

(「はい」と呼ぶ者あり)
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○西岡勝成委員長 じゃあ、そのようにさせ

ていただきたいと思います。

なお、大体１時間前後で審議を終わりたい

と思いますので、よろしくお願い申し上げて

おきたいと思います。

審議に入ります前に、一言ごあいさつを申

し上げます。

本日は、チッソ株式会社から、後藤会長を

初め古池常務、森田水俣本部長、大衡総務部

長、吉本水俣本部事務部長にお越しをいただ

いております。

前回、11月２日の特別委員会では、10月26

日に与党ＰＴから示された救済策について、

大体のところでの基本的な考え方について議

論をしていただいたところでございますけれ

ども、その後11月19日にチッソの後藤会長が

記者会見をされ、この救済策について受け入

れかねる旨を表明されました。

県議会といたしましては、早速11月22日に

私が上京し、後藤会長に対し、救済策に否定

的であることに対し遺憾の意を表明するとと

もに、県議会に対して、その真意について直

接説明をしてほしい旨の申し入れを行ったと

ころでございます。そのような経緯で本日後

藤会長にお越しをいただきました。

本日は、まず後藤会長から直接チッソ株式

会社としての、与党ＰＴの救済策に対する現

時点でのお考えを説明していただき、その後

各委員から後藤会長に対して質疑をいただき

たいと考えているところでございます。

それでは、後藤会長よりなるだけ簡潔に御

説明をお願いいたしたいと思います。

○後藤会長 チッソ会長の後藤舜吉でござい

ます。

以前、社長時代には、県債発行に関するお

願いやら何やらで、しばしば県議会へお邪魔

をいたしまして、諸先生にごあいさつなどを

申し上げておりましたけれども、ここのとこ

ろ数年そういう機会を持ちませんで、ごぶさ

たをいたしております。そのために初対面の

先生方もいらっしゃると思いますが、どうぞ

お見知りおきの上よろしく御指導のほどをお

願いいたします。

○西岡勝成委員長 後は会長、座って、マイ

クの通りが悪うございますので。

○後藤会長 手前どもチッソ株式会社は、50

年ほど前になりますけれども、水俣病という

取り返しのつかない悲惨事を惹起してしまい

ました。患者の皆様はもとより、社会全般に

、 。対し まことに申しわけなく思っております

これまでも折に触れておわびを申し上げてま

いりましたが、改めてここに衷心よりおわび

を申し上げる次第でございます。

また、熊本県会議員の諸先生並びに県御当

局の皆様には、これまで患者補償のため県債

発行で格別のお世話になり、そのほかにもあ

らゆる面で御高配とお引き立てをいただいて

おります。このことにつきましても、本席を

おかりして厚く御礼申し上げたいと存じま

す。

本日はまた、このような権威ある席にお呼

びをいただき、発言の機会が与えられました

ことについても深く感謝申し上げます。

そこで、なるべく短時間に要領のいい御説

明をいたしたいと思いまして、ちょっと御説

明の要旨などを簡単にメモったものを用意し

ておりますので、配付してよろしゅうござい

ますでしょうか。

○西岡勝成委員長 結構でございます。

(資料配付)

、 、○後藤会長 まず 手前どもチッソ株式会社

まあ水俣病では大変名が聞こえてしまいまし

たけれども、どんなことをやっている会社か

といったことについて簡単に申し述べさせて

いただきます。

３枚目に別表が４つばかりつきまして１枚
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になっておりますが、その一番上の別表１、

会社の概要をごらんになっていただきたいと

思います。

創業は1906年、明治39年でございまして、

昨年100周年をおかげさまで迎えたというこ

とでございます。

それから、資本金、従業員数、売上高は、

それぞれそこに書いてございます規模でござ

います。

事業内容でございますが、大別して３つの

事業を行っております。

一番上の化学品というのは、これは水俣で

昔やっておりまして、製法は変わりまして工

場も変わりましたけれども、操業としていま

だに手がけておる製品でございますが、合成

樹脂、溶剤等の化学品、それから、一番下に

ございます肥料などもむしろここに入れた方

が適当ではないかと思います。そういったグ

ループが１つでございます。

もう一つは、機能材料と申しまして、いろ

いろと先端関連の、例えば液晶パネルでござ

いますとか、そのほか有機のＥＬでございま

すとか、そういった分野に使用いたします材

料を手がけております。

特にテレビ、パソコン等に入っております

液晶につきましては、ドイツのメルクという

400年ぐらい続いた大きな会社がございます

が、そこと世界の市場を二分して頑張ってお

るということでございまして、幸いにも需要

業界が次々と伸びておりますものですから、

手前どもの事業もそれにつれて伸びておると

、 、いったことで 現在会社の戦略としましては

この分野に多くの経営資源を集中して、この

分野で拡大を図っていくといったような考え

を持っております。

そのほかに、加工品といって、赤ちゃん用

の紙おむつに使います不織布材料の綿でござ

いますとか、食品保存料といったようなもの

を手がけております。

それから、事業所でございますけれども、

。 、 、本社は東京都にございます それから 国内

海外とありますのは主な工場の所在地でござ

いまして、そこに書いてあるようなところに

ございます。

１枚目へ戻らせていただきます。

次に、これまでの水俣病補償でございます

けれども、手前どもチッソは、水俣病患者補

償の完遂を常に経営の最重要課題として、必

死にこれと取り組んでまいりました。

まず、認定患者の方々に対する補償でござ

いますが、補償内容は、再びちょっと別表の

２をごらんいただきたいと思います。

この補償は、昭和48年７月、当時の環境庁

長官でいらっしゃいました三木衆議院議員、

それから、本県の知事さんであられました沢

田一精知事、そのほかの皆様の仲介で、患者

各グループとの間に成立した協定に基づい

て、以後これを誠実に履行しておるわけでご

ざいます。

内容的には、一時金と継続年金等の継続補

償金に分かれておりまして、認定と同時にＡ

ランク、Ｂランク、Ｃランクと、これは公害

等調整委員会あるいは本県でお世話になって

おりますランクづけ委員会、そういったとこ

ろでランクづけをしていただきまして、そこ

にありますような金額をお払いしておると。

、 、 、なお Ａランク Ｂランクの患者さんには

近親者慰謝料ということで、親子、配偶者、

そういった方々にも補償をさせていただいて

おります。

それから、今、一時金は、昭和48年３月の

熊本地裁における第１次訴訟の判決、手前ど

もはこれを控訴いたしませんで、そのまま確

定をいたしましたその判決内容と同じでござ

います。

判決内容以外に継続補償というものがある

わけでございまして、大きなものとしては年

金と医療費、年金はランク別に現在そのよう

な金額になっております。Ａランク17万円、

Ｂランク９万円、Ｃランク６万7,000円とい
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うことでございます。

それから、医療費については、これは本人

負担分だけではなくて、もとから全額を手前

どもが負担しておると。

、 、それから そのほかの給付といたしまして

医療手当、介護費、温泉治療費、はり、きゅ

う、その他マッサージ等々の給付項目がござ

います。

若干申し添えますと、この給付項目につき

ましては、判決後の協定成立に至るまで、極

めて苛烈な自主交渉というものが行われまし

た。毎朝10時ごろから夜遅くまで、社長以下

の交渉員が、私はまだ部長でございましたけ

れども、まあ缶詰状態になりまして、あると

きには４日４晩出してもらえないと、そうい

う非常に苛烈な補償交渉の結果、こういう内

容がまとまっております。この内容につきま

しても、手前どもは誠実に現在まで履行して

おるところでございます。

１枚目にお返りいただきます。

現在までの認定者数は2,268名でございま

す。ただいままで支払いました補償金総額は

約1,390億円ということで １人当たり平均6,、

100万円に上っております。

なお、水俣病関係、これは患者補償だけで

はございませんで、すべての水俣病関係に支

出をいたしました総額は、また３枚目の別表

３をごらんになっていただきたいと思います

けれども、補償金、公害防止事業費、96年の

解決一時金、これはちょうど一部債務免除を

。 、 、していただきました それから 漁業補償費

県債金利等でございまして、約2,840億円に

上っております。資本金78億円の会社でござ

いますので、大変な資本金を上回る補償を頑

張ってやってきたと、かようなことでござい

ます。

、 、実は この補償金の支払いに絡みましては

県債を出していただきまして、これを基軸と

した公的支援を行っていただき、やっと現在

に至っておるというのが実情でございます。

まず、その公的支援が始まるときの状況で

、 、 、すけれども 手前どもの会社としては 48年

ただいまの協定を締結いたしまして以後、必

死になってお金をつくって補償をしたわけで

ございますが、ちょうど県債が出される寸前

の状況、昭和53年春ごろの状況は、もう生産

に関係のない土地、社宅、有価証券、その他

すべての資産を売り尽くしておりました。

また、そこにはちょっと記してございませ

んけれども、銀行からも破格な金融支援措置

を受けまして、当時の借金408億円は返済猶

予ということ、それから、それに絡む利子に

つきましても、無利子同然の取り扱いをして

いただいたといったようなことで金策をいた

しました。

しかしながら、患者認定はまだ始まったば

かりといったような状況でございまして、ま

だまだこれからというような状況でございま

すので、通常であれば当然倒産といった状況

でございました。しかしながら、手前どもの

当時の経営陣は、こういった補償責任を完遂

するためには政府支援を受けてでも何とかし

たいと、こういうぐあいに考えまして政府支

援をお願いいたしました。

その結果、２番目にありますように、昭和

53年６月の閣議了解によりまして、公的県債

を基軸とした公的支援が決定されたと。ただ

し、これはチッソ救済というよりは、政策目

、 、的といたしましては 患者さんの救済のため

これは政府の立場からですね。それから、地

域経済に破綻を起こさないという、チッソを

倒産させて地域経済に破綻が起こってはなら

ないといったような趣旨でこういう決定が行

われ、それで手前どもの経営もようやく維持

されたと、こういうわけでございます。

以後、そういうことで、そういった御支援

に基づきまして、先生方にも御厄介になりな

がらようやくやってまいったということでご

ざいます。

そして、ちょうど私は社長になりましたの
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が1993年、平成５年のことでございますけれ

ども、ちょうど私が社長になりましたそのこ

ろには、新たな認定患者さんはもう出ないだ

ろうと、出てもごく、１年に１名とか、そう

いった少数ではないかといったことが関係者

の共通した認識といった状況になりました。

しかしながら、片一方で――もちろん新た

な認定患者さんは出なくても、それまで認定

された方々への継続補償というものは残って

おります。しかし、あとはこの継続補償と今

まで受けた公的支援の返済に一生懸命頑張る

という段階になったわけでございますが、そ

こに新たな問題が発生をいたしました。それ

は、その次に述べます第３次訴訟ということ

でございます。

その前に、ちょっと現在県債関係でお借り

いたしました負債の残高を記しておりますの

で、別表４をごらんになっていただきたいと

思います。

県債は、水俣病患者補償のための県債と水

俣湾のしゅんせつ事業費のための県債と、こ

の２種類がございます。手前どもから見た場

合の法的性格は若干違いますけれども、実質

的には同じでございます。県債元本が両方合

わせて1,460億円と。それから、それによっ

て発生します金利がほぼ同額に近い1,219億

円ということになっております。そのうち約

1,100億円ぐらいはようやく今まで返済をし

ておりまして、返済残高は1,560億円程度に

なっております。程度と軽く言いましたけれ

ども、これはなかなか返済には時間がかかり

、 。まして まだ数十年はかかるのではないかと

この負債以外に、先ほど申しました銀行か

らの特別支援、まあ借入金、当時これは設備

関係で借りたお金でございますが、これは結

果的には返済猶予ということで、その分の金

額は水俣病関係で使っておることになるわけ

でございますけれども、これを合わせますと

約3,100億円の負債が残っておるということ

になるわけでございます。

さて、95年から96年にかけまして３党合意

による全面解決ということが行われたわけで

ございますが、その解決は、この第３次訴訟

をどうやって解決するかといったところから

スタートをいたしております。

当時の第３次訴訟というのは、全国で３つ

の高裁、５つの地裁で継続しておりました。

水俣地方から移住されて都市に住んでおられ

る方が多数いらっしゃるということでありま

す。原告総数は、認定を棄却された方を中心

にいたしまして約2,000名と。なお、この原

告数はふえつつあるといったような状況でご

ざいました。

その裁判の進行の方でございますけれど

、 、も 福岡高裁の審理が一番進んでおりまして

皆さんがこれの帰趨に注目されていたという

ことでございますが、福岡高裁は和解勧告を

なさったわけですけれども、財産訴訟は、被

告は手前どもだけでなくて、国と熊本県御当

局も同じように被告でございました。

その被告のうち、国は、もう法律でそうな

っているものと和解するわけにはいかないと

いうことで、和解には不参加と、判決を書い

てほしいと、こういうことでございます。そ

れから、熊本県御当局は、ぜひ和解で早期に

、 。解決したいと こういう状況でございました

それから、チッソはといいますと、手前ども

は、そういった国、県から多額の借財をいた

しております。その辺、手前で払う資金がご

ざいませんから、国も参加をしていただくと

いうことであれば協議に加われましょうとい

ったことで、ちょっと中途半端な態度でテー

ブルには着いておりました。

そういう状況で、しかしながら、結審後３

年間和解協議は続いて結論が出ないといった

ところで、村山政権、自社さ３党の連立で村

。 、山政権が成立したわけでございます それで

３党間で、特に社会党さん、さきがけさんが

非常に熱心に和解をしようではないかという

ことで、それから行政機関では、被告の中で
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は熊本県さんが特に熱心に和解賛成の態度

で、反対である自民党、それから国、それか

ら私どもは反対ではございませんでしたけれ

ども、当社へ一緒になって解決しようという

呼びかけをなさいました。

その結果、３党合意と、与党３党の間で合

意が成立をいたしまして、最終――まあ、そ

れによって解決案がつくられたわけでござい

ます。その解決案の中身は皆様も御案内のこ

とと存じますので省略をいたしますが、最終

全面解決といったことが前提でなされた合意

でございます。

そういった前提のもとに、反対であった国

も含めて――原告側は、もう早く解決したい

と最初から一番熱心でございまして、福岡高

裁に対する働きかけも原告側が一番最初に行

われたということでございますが、そういっ

た原告はもとより、国も含め全当事者が受け

入れたと。

それで、訴訟を解決しても新たな訴訟が行

われては仕方がございませんので、訴訟に加

わっていると同じような症状を持った方につ

いては、全く同じように取り扱いをしようで

はないかということも合意に含まれました。

しかしながら、５つ地裁があったうちのただ

１つの大阪地裁の原告団は、この全面解決に

は加わらないということで、最後までそうい

う態度を貫き通されたわけです。その原告数

は約60名でございました。

そういった、片っ方で2,000名、あるいは

訴外も含めると大変膨大な数の関係者の方が

皆賛成しておられるのに、この１つがあるか

ら全面解決前提で解決はやめようと、こうい

う話にはさすがになりませんで、この１つだ

けは訴訟でもって最後までやるのはしようが

ないではないかと。これはもう訴訟で解決し

て、これだけはそういうことにして、ほかは

全面解決をしようではないかということで最

終的に合意がなされたわけでございます。し

たがって、この訴訟が残っていることは関係

者全員が十分認識していたところでございま

す。

それで、いろいろ行政御当局も手前どもの

会社も、地域の住民の方々に向かって、この

際もう全面的に解決したいので、疑いのある

方はみんな手を挙げて審査を受けてください

ということを、積極的に呼びかけたわけでご

ざいます。

その結果、対象者として選ばれた方が、そ

こにございますように１万305名でございま

す。これは認定患者さんの４倍以上に上る数

字でございます。この方々が選ばれて、これ

で全面解決であるといったことで、手前ども

としては、団体加算金というようなものもご

ざいました。そういうものも含めまして317

億円をお支払いしたということでございま

す。

なかなか支出は大変でございましたけれど

も、これは県から――まあ国の金を県を通し

てお借りをしたということでございます。

こういうことで40年たちまして、まあ生ま

れたての赤ちゃんであれば不惑の年を迎える

わけでございますが、やっとこの解決がなさ

れたと。手前どもの会社としては、どんなに

嬉しかったことか、どんなに皆様に感謝した

か、これは本人でないとおわかりにならない

と思います。

いずれにいたしましても、こういうことで

一たんは小康、まあ今から考えると小康状態

があったと。しかるに、現在のような状況に

再びなってしまったと。これは96年のときよ

りももっと幅の広い形になってしまったとい

うことでございますが、この紛争、いわば紛

争状態でございますけれども、この再燃につ

きましては、96年当時、だれも予想をしてい

。 、なかったと思います 手前どもも大変意外で

困惑をいたしております。何か大きなそごが

あったのではないかという気さえいたしま

す。と同時にまた、問題の複雑さを改めて痛

感した次第でございます。
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それから、こういった紛争につきまして、

現在、ＰＴの諸先生やそれから両党の小委員

会の諸先生初め、環境省、熊本県等々の関係

者の皆様が、一生懸命この問題と取り組んで

おられます。その御努力に対しましては、私

どもといたしまして深甚の敬意を表したいと

思いますし、また、大切なほかのことに費や

すべき時間をこれに割いていただいていると

いうことについても、大変申しわけなく思っ

ております。

、 、しかしながら この解決案につきましては

私どもはまだ解決案ができる前から、もう96

年同様の解決は手前どもとしてはちょっと受

け入れかねるということをずっと申し上げて

きております。

誤解のないように申し上げておきますけれ

ども、19日に記者会見をやりました。これは

何も改めて態度を決めてそこで記者会見をや

。 、ったというわけではございません たまたま

手前どもの方へひっきりなしに取材がござい

ました。その都度、このＰＴ案に対する考え

方は持っておりますと、持っておりますが、

現在御努力の国会議員の諸先生、そういった

ＰＴの諸先生、そういった方々にきちんとし

た答えを申し上げる前にこれを申し上げるこ

とはできませんと、したがって取材はお断り

しますという態度で臨んでまいりました。

しかしながら、先月15日に決算発表をいた

しました。これは決算役員会が終わってすぐ

にやる取り決めになっておりまして、15日に

はどうしてもやらなくてはならないというこ

とで、そこでは多分この問題にいろんな質問

が集中するであろうと、そうなるともう決算

もどっかへ行ってしまいますし、また、短い

時間で非常に中途半端な終わり方はいかぬだ

ろうと、こういうぐあいに考えました。

したがって、ＰＴの園田先生を初めＰＴの

諸先生の御了解を得て、今までＰＴの関係の

先生方に申し上げてきたと同じ内容のことを

その場で記者会見をし、その場で説明をさせ

ていただいたということでありまして、決し

て殊さらこの段階でかたくなになって拒否し

たと、ちなみに手前どもは拒否という言葉は

――まあ、今の状況でのめないんですけれど

も、拒否という強い言葉は一度も使っており

ません。

なぜ受け入れかねているかというその理由

を申し上げますと、まず第１には、全面解決

への展望が持てないということでございま

。 。す 片っ方で大きな訴訟が行われております

もう96年のときの人数にやがて達しようとい

う原告数になっております。こちらの方は、

こういったＰＴ案は受け入れないということ

をおっしゃっておりますので、それだけでも

全面解決ということは期しがたい。

それからまた、仮に一たんは96年と同じよ

うな状態ができたとしても、再び今と同じ状

況が来ないという保証は、96年のことからず

っと考えていきますと、とても手前どもには

自信が持てないという、96年ということは、

とにかく最終全面解決という、お互いの約束

でこれ以上はできないという努力を皆さんが

なさったし、手前どももしたということでご

ざいます。それが現在こうなっているといっ

たことは、どうももう一つ今回のＰＴ案の受

け入れに自信が持てないということになるわ

けでございます。

それから、第２には、今大きな訴訟が起こ

っております。これはＰＴ案で一部の人が解

決してもなお残る訴訟でございます。この訴

訟にはどうしても勝たなくてはならないとい

うぐあいに考えております。もちろん、訴訟

ですから、負ける部分もあると思いますし、

全面的に勝てるとは思っておりませんが、少

なくとも個々人について確かな診断を要求し

ていただきたいと、共通診断書というような

ぼやっとしたものでやっていただきたくない

ということを主張して、これは裁判所も受け

入れてくださって、個別の診断書を出せとい

うような話になっていっております。そのほ
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かにも、法的あるいは実体的な主張をしてお

ります。

手前どもは、第３次訴訟までは時効とか除

斥期間とかいうことは申しておりません。１

次訴訟は、またちょっと別でございましたの

で、そういう訴訟もいたしましたが、それ以

後の訴訟ではいたしておりません。しかし、

96年でああいった解決を得たという今日は、

やはりこの問題は言うべきであろうというぐ

あいに判断しております。つまり、チッソ時

効、除斥の主張をいたしております。

それから、病像論につきましても、感覚障

害だけでは水俣病の被害あるいは有機水銀の

被害ということの立証になっていないのでは

ないかということ、これは判例もそういう立

場でございますが、そういった主張もいたし

ております。それから、そのほかにも大阪高

裁、最高裁の判決は、いろんな条件をあわせ

持たないと認められないと、こういうことに

なっております。

そういったいろいろな主張をいたして片っ

方で頑張っておりますのに、片っ方でその辺

の主張を全部投げ出して妥協をするといった

ことは、裁判所に対しても失礼でございます

、 、し 手前どもの立場としてもいたしかねると

こういうことが２番目の理由でございます。

それから、３番目は、支払い能力上の問題

でございます。

何人になるかといったことでございます

が、まだまだそういう、例えば新保健手帳で

ございますか、そういったものの希望者がど

んどんふえていて、月々これがとんでもない

数字で、ピッチで増勢をしておるという状況

でございますから、幾らになるかわからない

と。そういった幾らになるかわからないもの

に対して、私どもが持てるか持てないかとい

うことは、多分持てないでしょうが、判断が

できないということでございます。

それから、現在チッソは、確かに６年度は

史上最高益でございましたし、年々これをお

。 、かげさまで更新しております しかしながら

経営の立場でその数字の裏側を眺めておりま

すと、何か一つが狂えばがらがらと崩れてし

まいかねない危うさを感じながら頑張ってや

っていると、こういうことでございます。

その最高益の年ですら最終の利益は40億円

程度でございまして、これから県債関係の返

済と、それから、需要業界がどんどん伸びて

おります。それにつれまして手前どもも設備

をふやさなくてはなりません。そういった設

備の増投資の必要がありますので、これをい

たしました後には資金はまるでとんとんで余

裕がないと、こういう状況でございます。

借金すればいいではないかという話があり

ます。しかし、もう手前どもが、ないものを

すべてお借りしてどんどん払って、これを後

世のツケに回すということは、もう現状以上

の金額では無理でございます。もう後世にわ

たって返せない。しかも、何の責任もない後

世の社員に、そういうツケを回すことはでき

ません。

そういったことで、95年のその閣議了解の

際にも、手前どもとしては、これ以上の借財

をしなくていいようにということを条件と

し、かつそれをお認めいただき、その結果が

2000年の抜本策に結びついたわけでございま

す。この際にも、国会議員の先生を初め、大

変お世話になりました。まあ、そういったこ

とでございます。

それから、最後に、やはり株主、これは法

的には会社は株主のものでございまして、我

々経営陣は、善良な管理者の注意をもってこ

れを管理しなくてはならないということでご

ざいます。

それから、チッソが今日までようやくやっ

てこられたのは、皆様方の御支援もございま

したけれども、何といっても従業員の結束と

それから従業員のその上での頑張りでござい

ます。これがなければ、決して今日のチッソ

はありませんでした。もちろん、チッソの将
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来に見切りをつけて、優秀な社員が何人も会

社を去りました。非常に残念でありました。

しかも、彼らは、一部上場会社の役員あるい

はトップにまで上っている例もございます。

しかし、残った社員は一致結束してチッソを

守ったと、この点は評価をしていただきたい

と思います。

それから、金融機関の御支援、先ほど言い

ましたように、設備投資に400億円以上の借

金が48年当時ありました。もうこれは返さぬ

でいいということにしてもらいました。その

分、400億円はここから出ております。そう

いった金融機関の支援といったこともありま

。 、 。した それから 取引先の協力もありました

今後もこういうものに支えられて会社はやっ

と存立をいたします。そういった人々に理解

が得られないというぐあいに判断をしており

ます。その理由は今まで申し上げたような点

でございます。

しかも、これは同じ失敗というのは、これ

らの方々から見た場合の話でございますが、

96年と同じようなことで、同じように金を払

って、また解決せぬで同じことになるのかと

いったようなことを言われた場合に、手前ど

もは返す言葉がございません。

そういったようなことでございまして、こ

ういった事情を、もう当初から、るる園田先

生初めＰＴの諸先生には御説明をし、御理解

を仰いでおるわけでございます。

そういったようなことではございますけれ

、 、 、ども 手前どもチッソ株式会社は 今後とも

これまでどおり患者補償責任や公的融資返済

の責任を果たしてまいる決意でおります。

、 、また 今後私どもの責任が明らかになれば

これにもきちんとした対応を行ってまいりま

す。さらに、地域経済の維持、発展について

は、力いっぱいこれに貢献してまいる所存で

あります。この責任を果たしていきますため

には、ただいま申し上げました社員の結束、

やる気、金融機関や取引先の協力及び株主の

理解が必要不可欠であります。この点をどう

か御理解いただきたいと存じます。

最後に、諸先生の従前に変わらぬ御指導と

御支援を切にお願い申し上げまして、私の説

明を終わらせていただきます。どうもありが

とうございました。

○西岡勝成委員長 以上で19日に記者会見を

されました後藤会長の真意についての説明が

終わりました。

これより質疑に入ります。何かございます

か。

○鎌田聡委員 今、会長の方から御説明をい

、 、ただきましたけれども わからなかったのが

今回のＰＴの解決案について、受け入れがた

いのか、それとも、一切の今後出てくる被害

者の方への補償ができないと言われているの

、 。か その点ちょっとお伺いしたいと思います

○後藤会長 お答えいたします。

現状で現在のＰＴ案というものは受け入れ

がたいということでございます。最後に申し

上げましたように、私どもの責任が明確にな

れば、そういった分についてはきちんと対応

してまいります。よろしゅうございますでし

ょうか。

○鎌田聡委員 先ほどおっしゃられたよう

に、新保健手帳受給者がふえてきているし、

認定申請者もかなりの数が出てきているとい

うことでありますけれども、その中で言われ

たのが、有機水銀とは言えない方々、まあ感

覚障害だけで有機水銀の被害と言えないとい

うことも言われて、ただ、95年、96年、これ

が最終決着だということで認識されているよ

うですけれども、実際それ以降にやっぱり新

たな被害者の方が声を上げてこられたという

ことでありますので、救済漏れがあるという

認識でいらっしゃるのかどうかをお伺いした
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いと思います。

○後藤会長 そういう方がいらっしゃること

は、事実だと思います。

○鎌田聡委員 それならば、チッソとしての

やっぱり社会的責任といいますか、そこにつ

いて救済はやっていくと、被害者の方にはや

っていくという立場で、ぜひそういったこと

でやっていただきたいと思いますし、今回の

解決案の問題点については先ほどお伺いしま

したけれども、これじゃない別の解決案なら

ば受け入れられるということなのでしょう

か。

○後藤会長 これは記者会見の席でも、るる

申し上げましたのですが、ＰＴが今後どのよ

うにお考えになっていくか、それでどのよう

に手前どもに御指導があるのか、そういうこ

とについては、まだこれからのことでござい

ますし、いろいろと想像し、仮定をしてお答

えをしても適当ではないと思いますので、ち

ょっとその点に関しては御返事は申し上げか

ねます。済みません。

○西岡勝成委員長 ほかはございますか。

○中原隆博委員 今までの経過を含めて、る

る今日までに至る経過等は丁寧に御説明いた

だきましたのでわかったのですが、今、鎌田

委員もおっしゃったように、与党のこの救済

策には乗れないと。そんな中で、じゃあどう

するかと。

今、お話を聞くと、やはり認定患者もいら

っしゃるんじゃないかなという部分につい

て、このＰＴの救済策に乗らないということ

であるならば、訴訟以外の、何とか政治和解

を求めておられる方々もいらっしゃるわけで

すから、そういう方々に対しての対応をどの

ように考えておられるのか、お伺いをいたし

ます。

○後藤会長 認定患者さんには、今後ともき

ちっと協定上の責任を果たしていくというこ

とでございます。それから、今後何らかの手

段、方法で手前どもの方から発しました有機

水銀の影響を受けておられるということが明

らかになった場合は、これにもそれなりの対

応はしていきたいと思います。

しかし、現実問題として、手前どもには医

学的知識もございませんし、判断する能力も

ございません。したがいまして、その辺の証

明はつけていただかなくてはならないと、こ

ういうことでございます。

ちょっと誤解のないようにつけ加えさせて

いただきますが、手前どもは、96年、95年も

基本的には今申し上げたようなことでござい

ます。当初はこういうことを申し上げたわけ

です。しかし、これが全面解決になると、そ

ういう局面になってまいりました。そのとき

、 、には そういうことは言うべきではなかろう

あるいは手前どもとしては、これが全面解決

するなら、そういう点は言う――まあ言う必

要がないということは、恐らく株主の方やそ

ういう方には申しわけないですけれども、や

はりチッソとして水俣病がこれで、40年かか

ったものがこれで終わるという状況であれ

ば、そのことの方が細かいことよりよっぽど

大きいと、そういう判断で受け入れたわけで

ございます。

仮に96年であっても、訴訟が残っていて、

片っ方の訴訟をしない人だけに同じようなこ

とを、今回のようなことをしなさいと言われ

ても、手前どもは拒否したと思います。拒否

じゃない、それこそ受け入れかねたと思いま

す。

○中原隆博委員 じゃあ、今、責任をとると

いう形の御発言があったわけでございますけ

れども、それは認定患者と訴訟で認められた
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方という意味でございますか。

○後藤会長 最小限それはやらなくてはなら

ないということですね。

○中原隆博委員 95年、96年が全面解決とい

うふうに思っておられたけれども、これは現

実として、こういうやっぱり何千名という方

がまた新たにという形で手を挙げておられる

わけでございますけれども、これが現実とし

て横たわっている以上は、やっぱりＰＰＰの

原則じゃないんですけれども、原因企業とし

て何らかの主導的な解決も求めていく姿勢と

いうのも必要じゃないかと思いますけれど

も、その点についてはいかがでございましょ

うか。

○後藤会長 抽象的にはそうしなくてはなら

ないという気持ちがありましても、具体的に

どうすればいいかわからないといったのが、

偽らざる心境でございます。

○西岡勝成委員長 よございますか。

○中原隆博委員 はい。

○岩中伸司委員 先ほどから45分間程度説明

をお聞きしました。経過をですね。そして、

今、幾つかの質問に答えられたのですが、私

は、率直に言って、この水俣病の存在、これ

をつくり出した原因企業の責任が全く感じら

れない。96年の政治解決が、もうここで終わ

ったんだというような認識が伝わってくるん

ですね。

ですから、今でも苦しんでいる人もいるわ

けですから、もっと責任企業として、そうい

う犯罪を犯したという、この反省は全く伝わ

ってこないんですが、もう少し、例えば今お

っしゃったように、今後、96年以降ならば、

単なる感覚障害だけではやっぱりだめなんだ

とか、新たな証明をつけてきたら、いわゆる

認定患者になればそれに基づいて補償すると

か、こんな態度で原因企業として県民に説明

がつくんですか、また患者に。私はちょっと

きょう改めてびっくりしたんですけれども、

もっと積極的に解決方法を企業としてとるべ

。 、 。きじゃないですか どうですか その決意は

○後藤会長 今、中原先生にお答えしたと同

じ答えになりますけれども、手前どもとして

は、どうしていいかわからないという気持ち

が偽らざるところです。

誤解のないように申し上げたいのは、何も

95年で終わりだというぐあいなことを言って

おるわけではございません。ただ、当時、社

会党さんが一番熱心に全面解決、これはもう

馬場先生が国会に出ておられるころから、原

爆方式でありますとか、全面解決方式のこと

は事あるごとにおっしゃっていましたけれど

も、まだその段階ではそういう雰囲気という

ものはございませんでした。というのは、訴

訟もこれから起こりますし、そういった訴訟

をやっとられる方も、ぜひ国、県の責任も含

めて勝訴したいという気持ちが非常にお強か

ったと思います。ところが、だんだんと訴訟

が長期化をするにつれて、そういう気持ちか

ら逆に早期解決への希望が原告側に非常に強

くなってきたと、こういう状況で今度は社会

党さんも、そういう意味から積極的に今度は

解決のための後押しをなさるようになったわ

けです。

そういったことでございますから、社会党

さんも含めまして、あらゆる関係者がそのと

き終わりだと、そのつもりで取り組んだこと

は事実です。それは、たくさんいろんな人が

いますから、おれは違うぞと言う方もあるい

はおありかもわかりませんけれども、少なく

。 、とも熊本県の知事さんもそうです それから

社会党さんもそうです。自民党もそうです。

我々もそうです。そういうことで、これをも
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って全面解決にすべきであると、そしてなる

と、だから徹底的に地域に呼びかけて出てい

ただこうと、こういうことでみんなであれ以

上は考えられないような努力をしたわけで

す。そういうことを申し上げているのであっ

て、あれでおしまいで現在何にもないとは申

し上げておりません。

、 、○岩中伸司委員 当時の経過については 今

会長がおっしゃったように、全面解決で、こ

れで解決できるんだという認識に立って、当

時はすべての政党も知事も含めて解決を図っ

たということの認識は、当時はそうだったか

もしれませんけれども、その後の問題で、例

えば大阪の裁判の問題もそうですが、判決が

出て、国も県も責任が明らかになったという

問題とか、それから現実今なお救済されない

でやっぱり裁判に訴えている人、そうじゃな

い人、今会長がおっしゃったように、当時も

今も患者はやっぱり早期に解決したいと、早

く何とかしてほしいというのが一番の思いだ

と思うんですね。

ですから、96年の政治解決のときの思いは

十分わかります。理解もある程度できますけ

、 、 、れども その後の現実 現在の現状について

やっぱりもっと前向きに会社として取り組ん

でいくべきじゃないかというのをしっかり私

は思うんですね。

その辺についてはなかなか伝わってこない

ので、四角四面の、認定されたならというよ

、 、うな条件とか 感覚障害だけではだめだとか

こんなところではやっぱり患者も周りも納得

しないんじゃないかと思うんですよ。もっと

原因企業として積極的にかかわってほしいん

ですよ。

○後藤会長 ただいま、るる申し上げました

ように、手前どもの会社としては、あらゆる

努力を払って今まで補償責任を果たしてまい

りましたし、今後も果たしてまいります。

しかし、何か問題が起こったらすべて言わ

れたとおりにせよと言われても、そういうこ

とはできないということです。そのできない

理由を今申し上げたわけでございますから、

それで伝わってこないとか伝わるとか言われ

ましても、こちらとしてはお答えのしようが

ありません。

○岩中伸司委員 そこが原因企業の責任が全

くないということなんですよ。原因企業とし

て水俣病をつくった、多くの人々を苦しめた

責任、これが伝わってこないんですよ。

○後藤会長 ちょっとこれ以上御説明する能

力がございませんので、まあ伝わってこない

ということで……。

○岩中伸司委員 そうしたら、裁判で判決が

出るとか、そういうことでの解決しかもう求

めていかないということですか、会社は。

○後藤会長 そういうことは申し上げており

ません。

○氷室雄一郎委員 会長のコメントといいま

すか、19日の記者会見のコメントの内容、そ

れ以上の御発言等はあっていないように思い

ますけれども、私は、19日以来、患者団体、

また被害者の声、またうちの委員長の声、抗

議の声、さまざまな反応といいますか、激し

い抗議の声なんかが上がっておりますけれど

も、会長といたしまして、公の場でこういう

さまざまな今沸き上がっている御批判の声に

対しまして、偽らざる会長の思いといいます

か、その辺はどうなのかということをお聞き

、 、したいと思っておりますし またもう一点は

やはり今回のコメントというのは、企業側の

理論に立った思いが全面に出ておりまして、

なかなか患者に向いた声が伝わってこないと

いう、ここに大きな不満の声が渦巻いている
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わけでございますので、細かい具体的な点は

記者会見等でやりとりが行われておりますの

で、大まかな、これまでの御批判なり患者団

体の声に対します会長の偽らざる思いといい

ますか、心情の部分をお聞かせ願えればと思

っております。

○後藤会長 冒頭申し上げましたように、水

俣病を惹起したということについてはまこと

に申しわけなく思っておりますし、特に重篤

な患者さんの前に出れば申し上げる言葉も出

ないぐらいでございます。そういった気持ち

は十分持っておりますし、それから、そうい

う態度で今までも対処してまいりました。今

後も対処いたしていく所存でございます。

こうしてほしいというのにしないというこ

とで、おしかりをこうむっておるわけですけ

れども、その点に関しては申しわけないと申

し上げるより言葉がございません。

○西岡勝成委員長 よございますか。

○氷室雄一郎委員 結構です。

○大西一史委員 いろいろとお話を聞かせて

いただいておりまして、先ほど96年の政治決

着のお話の中で、同じ失敗というようなこと

を今回もまた繰り返すわけにはいかないとい

うお話でありましたが、ということは、当時

の自社さ、村山政権下での解決というのは、

これは失敗だったというふうに認識しておら

れるのでしょうか。

○後藤会長 まあ、必ずしもということです

が、そうではないということです。

今となって、あれで解決は――まあ全面解

決をすると、それと引きかえならばというこ

とで応じたことは事実でございます。そうい

う観点からすれば、失敗と言わざるを得ない

かな。特に、株主とか、従業員とか、金融機

関とか、そういった立場から見れば、同じこ

とをまたやって、同じことになるに決まって

いるじゃないかというときには、やっぱり失

敗という言葉を使われるのはいたし方ないと

思います。

ただし、こうなって――必ずしもそう思っ

てやったわけではございませんが、こうなっ

てみますと、95年、96年にあれだけのことを

やったということについては、やはりやって

おいて――あれがあるから今日手前どもの思

ったことを聞いていただけるという意味では

よかったのではないかと。

だから、いろんな面がございますから全部

失敗だったとは思いませんけれども、ただ、

我が社を取り巻くステークホルダーズとい

う、まあ利害関係者、そういった人の立場か

ら見れば、１回ならまだしも、今度またとい

うことになれば、そこに失敗という表現は出

てこざるを得ないということではなかろうか

と思っております。

○大西一史委員 実は、私は、95年、96年の

この政治決着のときに、園田博之の秘書をし

ておりましたので官邸におりまして、後藤会

長のお顔も何度もお見受けしましたし、関係

者が本当に苦労して積み上げてやったという

ことも私はよく知った上で、今、実はお聞き

をしたわけでございます。その後、私は県会

議員になりまして、これまで水俣病問題に対

していろいろと、チッソ県債の問題も含めて

この場で議論をしてきたんですけれども、大

変今のお話を聞いていますと、ちょっと失敗

という言葉がやっぱり非常に、そういう認識

が多少でもあるのであれば残念だなと。

そういうふうにとらえないで、もっと前向

きに、あそこで一段落の、一つの区切りがつ

いて、そしてまた次に向かって、まだ救済漏

れの方がいらっしゃるということで、先ほど

も少しそういう認識を示されたわけでありま

すから、やはりもう少し真摯な態度で、私は
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今こういう説明に来られた場においても、お

話をしていただきたかったなというのが、私

の委員としての正直偽らざる感想でございま

す。

特に、チッソの企業体質についてどうなの

かなというふうにやっぱり思わざるを得ない

ような、何か今までのお話を聞いていまして

も、それからいろいろと記者会見のやりとり

であるとか聞いておるところでも、非常にち

ょっと残念な態度としか思われないようなと

ころがございます。

特に、先ほど後世の社員には何の責任もな

いというふうにおっしゃいましたけれども、

やはりチッソに働く人たちは、一生この水俣

病というものを背負って、私はその解決をし

ながら、そしてまたそういうことを二度と起

こさない企業であるという誓いのもとに頑張

っていただくと、そして患者も救い、やって

いただくというような前向きな姿勢を持って

いただきたいというふうに思っておるんです

、 、けれども 御社の企業の会社案内であるとか

それから会社のホームページであるとかを見

ても、水俣病についての話は一言も出てこな

い。こういうところにも私はチッソ株式会社

という会社のそういう、何というかな、企業

としての反省の態度といいますか、そういう

原因企業としての謙虚さというか、そういっ

たところが私はないような感じがいたしま

す。

そういう意味では、あらゆる努力をしてき

て、しかし問題が起こったからすべて言われ

たとおりにしろと、そりゃ言われたとおりに

しろじゃなくて、そこは交渉事だからいろい

ろあろうかというふうに思いますが、ただ具

体的にどうすればいいかわからないというん

じゃなくて、具体的にどうにかしなければな

らないというようなお気持ちを持っていただ

きたいというふうに私は思っておりますが、

そういう企業体質も含めて、今どういうふう

にお感じになっているのか、非常に雑駁な質

問ではありますけれども、お答えをいただけ

ませんでしょうか。

○西岡勝成委員長 どなたからお答えいただ

きますか。

○後藤会長 きょう申し上げたことは、これ

までこういうことをやってきたということで

あります。ただ、これからのことは、先ほど

申し上げたような理由で申し上げることはで

きませんが、根底においては、やはり何とか

したいという気持ちは十分持っております。

ただ、このＰＴ案で、まあこれに乗れとい

うことについては終始……まあ、きょう申し

上げたようなお答えをしてきたということで

ございます。

○大西一史委員 それと、先ほどからお話が

出ていますけれども、これも株主初め従業員

であるとか金融機関、ほかの理解が得られな

いということでありますが、じゃあどういう

株主の方が今のこの状況について何かコメン

トされたのでしょうか。それとも、理解を示

さないというような反応がもう既に御社にあ

っているのかどうか、その状況を聞かせてい

ただきたいと思います。

○後藤会長 これは一々申し上げることはで

きませんが、１つだけ申し上げられるのは、

株主総会の席上で、もうああいう同じことは

しないんだろうなと。ということは、極めて

――まあ96年、あれで終わったなら非常によ

かったと、しかし、このようになったんだか

ら、また同じことはしないだろうなという株

主の意見は出ております。

○大西一史委員 株主の方は、それはそうい

う意見を言われるのかもしれませんけれど

も、会社として、都合がいいときはそれは株

主のせいにしてということのようなふうに聞



- 15 -

こえてしまいかねないなというふうに私は思

っています。

だから、やっぱり当事者として、本当に責

任を持ってこれから、逆に言えば、まだ完全

に拒否という言葉は使っていないが受け入れ

られないというようなお話でありましたか

ら、今後、与党ＰＴのいろいろな検討の中で

話が出てきた際には、できる限り前向きに出

て、それこそ株主の方にも、もうそれは失敗

ではないんだと、今後未来が開けていくんだ

と、患者補償についても皆さんに納得いただ

けるんだというような認識を持っていただけ

るような、そういった態度を示していただき

たいということをお願いしておきます。

以上です。

○前川收副委員長 会長、御説明をいただき

ましたけれども、基本的に私の認識から言わ

せていただきますと、78年、昭和53年、御自

身のこの資料にも書いておられるとおり、普

通なら倒産するという状況に会社が至ったこ

と、それはもうお認めになっていただいてい

るとおりであります。あのときに、患者補償

を完遂、責任を完遂していくために政府支援

をお願いしたということでありますね。ここ

に書いてあるとおりであります。そのことに

よって県債発行と、まあ緊急避難的措置と言

われて県債発行が始まってきたわけでありま

して、我々は、少なくとも私は、チッソとい

う会社は本来あのときにつぶれていっても仕

方なかった会社だというふうに率直に思って

おります。しかし、患者補償をしていかなけ

ればならない汚染者負担の原則、ＰＰＰの原

則によって公的支援が入っていき、現在があ

りと。もちろん、従業員の皆さん方の努力や

株主の皆さん方の御理解であったり、金融機

関の御支援、それはそれぞれあったと思いま

す。しかし、歴史的に見て、あのときの救済

策がなければ、チッソ支援がなければ、県債

支援がなければ、あのときやっぱり会社とし

て社会的にはもうなくなっていたんだという

ことから考えれば、会長みずからチッソとい

う会社の使命の一番最初に来るべきは、今、

大西先生もおっしゃったとおり、やっぱり水

俣病の補償問題に対して完全なる責任をもっ

て会社が存在していくんだということにある

のだというふうに思っています。

ただ、会長の説明をずっと聞いていると、

結局、株主やそれから従業員、それから金融

機関の理解が得られないというふうにおっし

ゃいますけれども、当時県債を発行していっ

て、会社に対して、ぜひ責任を遂行していた

だきたいという思いの中で県債を発行してき

た熊本県や県議会、それは背景には県民の思

いがあったわけでありますから、その部分の

理解を得ようという努力を会社としてなさる

つもりはないんですか。

○後藤会長 具体的にはどういうことをおっ

しゃっているのかちょっと……。

、 、要するに 私今いろいろ御説明したように

みんなで一生懸命仕事をして、それは2000年

当時は利益などというものは20億円ぐらいの

ものでしたが、今はチッソ単体でも100億円

をオーバーする、さらにこれを伸長させるよ

うな収益の土台をつくって、そういうことで

責任が果たせるような方向へもってきている

わけですけれども、結局そういうことを通じ

てしか株式会社というのは責任が果たせない

ということでございますから、何も会社、企

業の立場とか、そういうことではなくて、そ

ういった責任を果たすためには、そういった

人々の理解を得、一致結束してそういった収

益基盤をつくり、利益を上げていかないこと

には責任が果たせないということであります

し、それが一番責任を果たすのに近道なこと

でありますから、まあそういうふうに考えて

おります。

○前川收副委員長 私が言いたいのは、今、
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会長のお話を聞くと、もう要はこれまでの借

財をずっと返していくことが責任を果たすこ

とだとおっしゃっているような感じにしか受

け取れません。現に今でも95年の解決のとき

に漏れた人がいるという認識に立てば、その

皆さん方もやっぱり救済すべきだと。まあ、

方法論は幾つかあるんでしょう。今あるのは

そのＰＴの論であり、それ以外にやっぱり我

々も考えていかなきゃならない部分もあるん

だと思います。これだけしかないということ

ではないのかもしれません。しかし、それが

あるという前提からいけば、会社としてはや

っぱり何らかの責任を果たそうという意思表

示をしていただきたいということですよ。

○西岡勝成委員長 どうですか。

○後藤会長 繰り返しになりますけれども、

そういう意思は十分持っております。

○前川收副委員長 わかりました。

○後藤会長 ただし、95年、96年と同じ手法

では難しいと言わざるを得ないです。

○倉重剛委員 今般のこの大きな、何といい

ますか、騒ぎですね、私はその一番の大きな

原因は、後藤会長の発言のとりよう、聞きよ

う、そこら辺の誤解がかなり生じたんじゃな

いかなということを非常に懸念いたします。

というのは、非常に日本語としてわかりにく

いんだけれども、拒否はしないけれども受け

入れがたいという、そこら辺が非常に強調さ

れていまして、非常にそこら辺の、何という

か、ニュアンスが、どちらかというと、じゃ

あ一体チッソは何を考えているのかというあ

いまいな答えにしか聞こえなかったというの

が私の最初のインスピレーションです。

そういう中で、与党ＰＴが解決案を示しま

した。ある程度方向を示しました。それは今

のところまだ会社に対する正式じゃないかも

わからないけれども、それは報道等を通じて

十分御承知のはずですね、正直言って。だか

ら、ずっと今話を聞いておりますけれども、

これに対して拒否はしない、しかし受け入れ

がたいという言葉が非常に混乱になっている

わけですけれども、そこでお伺いしたいんで

すけれども、きょう一連のいろんな御説明を

聞いた中で、強く私が印象を持ったのは一体

何かといいますと、こういうふうに解釈して

いいですか。チッソの能力においては、すべ

て今後とも患者救済に全力を尽くすんだとい

うふうに理解をしていいかどうか、まずそれ

をお聞きしたいと思います。いかがですか。

質問がわかりませんか。

○後藤会長 能力のないことはできませんの

で、そういう――理屈みたいな話で申しわけ

ないんですけれども、そういう意味ではおっ

しゃるとおりかもしれませんが、逆に、力の

ある限りやってのけるというつもりでおりま

す。

○倉重剛委員 ということは、チッソができ

る範囲では一生懸命やっていきますと、一生

懸命努力いたしますという、そういうふうに

受け取っていいかということは再度確認いた

したい。

○後藤会長 はい。

○倉重剛委員 だとするならば、それはまさ

に現実的な話であって、しかし、社会という

のはそういう甘いものじゃなくて、チッソの

原因企業としての責任はやっぱり問われてい

くだろうと思うんです。したがって、そうい

うような面での対応というものをやっぱりど

こかの時点ではもっと明らかにされる、その

必要があるのではないかということを強く思

います。そういうことで、今後そういう努力
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をしていただきたいということをお願いして

おきたいと思います。

○後藤会長 承知いたしました。

○藤川隆夫委員 ずっと後藤会長の話を聞か

せていただきましたけれども、その中で、こ

の解決に向けて何とかしたいという気持ちは

あるという話を聞きました。しかし、現状の

与党ＰＴの案は受け入れがたいというような

話が何度も出てきておりますけれども、そう

であれば、チッソとして腹案みたいなのをど

こかに持っていらっしゃるのか、もし持って

いらっしゃるのであれば言えるのか、言えな

いのであれば与党ＰＴの中で再度詰めていた

だくというようなことも考えていってもらえ

ればというふうなことで、ちょっとお聞きし

たいのですが。

○後藤会長 今、先生がおっしゃられたよう

な中にございます。そういうことは今後恐ら

く与党ＰＴとの話の中にも出てくるのではな

いかというぐあいに思っております。

○西岡勝成委員長 以上、時間もそろそろ参

りましたけれども、貴重な御意見を賜りまし

た。委員会として、また委員長として私から

最後に、終了いたしましてまとめのお願いな

りを申し上げたいと思います。

私も実際に地元を回りましたけれども、平

成７年に救済されなかった方々はまだ相当お

られることも事実でございまして、そして、

そのような方々を何としても早期に救済をし

ていかなければならないということを強く感

じております。

与党ＰＴは、公的検診で四肢末梢優位の感

覚障害が認められた方々を救済する方針を示

されておられますが、これは実態調査の結果

や今までの歴史を踏まえて検討されたもので

あります。

また、今まで県は、先ほどからお話があり

ますように、県債を発行するという形で約1,

500億円にも及ぶ多大なチッソ支援を行って

きております。これは、原因企業として、チ

ッソ株式会社がＰＰＰの原則のもとで被害者

の補償を完遂していただくために、苦渋の選

択で特例的に県債を発行し、支援をした結果

であります。

また、水俣地域の地域振興策についてもも

ろもろの努力をしております。現在、国、県

は、それぞれが抱える問題を乗り越えながら

解決に向けて精いっぱい努力をしているとこ

ろでございます。この点はチッソ株式会社も

十分御理解をいただいて、原因企業としてあ

るべき真摯な対応をしていただくことを県議

会としてこの場で強く申し入れさせていただ

きたいと思います。

以上で本委員会を終了させていただきま

す。御苦労さまでございました。

午後２時25分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

水俣病対策特別委員会委員長


